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法務省人検第2938号

平成22年12月21日

夕

内閣総理大臣殿

I

法務大

下記のとおり人事異動を実施したいので， 閣議の上，発令方願います。
なお；本件は，検事総長大林宏の退官に伴い，その後任に東京高等検察庁検
事長笠間治雄を，その後任に名古屋高等検察庁検事長小貫芳信を，その後任に
広島高等検察庁検事長藤田昇三を，その後任に高松高等検察庁検事長梶木壽を’
その後任に最高検察庁公安部長勝丸充啓を，次長検事伊藤鉄男の退官に伴い，

その後任に札幌高等検察庁検事長小津博司を，その後任に公安調査庁長官北田
幹直をそれぞれ充てようとするものであります。

記

東京高等検察庁検事長 検事長 笠間治雄

検事総長に任命する

札幌高等検察庁検事長 検事長 小津博司

次長検事に任命する

公安調査庁長官 検 事 北田幹直

最高検察庁公安部長 検 事 勝丸充啓

検事長に任命する

検事総長 大林 宏

次長検事 伊藤鉄男

願に依り本官を免ずる

’

(平成22年12月27日付け）

｣

’|法務省
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